
修繕の発注について

令和３年度 施設管理担当者研修会 総務部 財産管理課

～１５０万円以下の修繕発注～



各所属の役割と年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ 2

１５０万円以下の修繕 ２５０万円以上の改修
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① 現地調査

破損、劣化状況の確認をします。
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１ 緊急性を要するものの例

①配管の破損などにより、水などが現に流出している場合

⇒ まず、漏水箇所を確定し、元栓を閉める。業者へ緊急に応急措置を依頼

②外壁材の落下など、利用者に危険が及ぶ可能性がある場合

⇒ まず、危険個所を立入禁止するなど安全を優先

２ 緊急性を要しないものの例

内装材の劣化、建具の不具合

３ 判断のポイント

・人的被害が発生する危険性はあるか。
・放置した場合、施設利用の支障となるか。
・不良個所が仕上げや設備の劣化を拡大させるか。



【参考】保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

① 画面トップの左側、「保全技術情報等提供」

② 「FAQ」タブ

③ 「事後対応策FAQ」
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①

②

③



【参考】保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

プルダウンより選択、1次対応の内容を確認
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① 現地調査

修繕内容によっては専門業者による調査を依頼しま
す。併せて参考見積を依頼します。

※参考見積は予定価格作成の参考となるので、修繕
内容を明確にする。
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業種ごとにシートが分かれている

・職員ポータル

→インフォメーション

→「建設業者名簿」で検索

・直近で同種の工事発注した業
者へ依頼
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②仕様の検討 10

・必要に応じて、設計図面、仕様書を作成します。

・設計図面等には、修繕箇所、内容（範囲、工法、
材料など）、提出書類（着工前写真・完成写真、
工事中の写真など）を明記します。

※仕様書等を作成しない場合でも、見積依頼先に
は修繕内容を正確に伝えましょう。



【参考】設計図面の作り方

図面（平面図・断面図）

11

修繕箇所を平面図、立面図、
断面図に明記

詳細な仕様（部材、寸法、
数量など）を明記
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③積算 13

・見積を参考に、積算（予定価格の作成）します。

※見積の内訳は、一式計上ではなく、材料の単価や
数量、作業員の単価や人数、諸経費などわかるもの
を提出してもらいます。

※単価は過大でないか確認しましょう。
・材料の単価→メーカーのホームページ、刊行物
など

・作業員の単価→県のＨＰ（県土整備部の「設計
単価（県土整備部）に関する情報」など



【参考】設計書の作り方

工事費の構成
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工事費

工事価格

消費税等相当額

工事原価
純工事費

受注者の継続運営
に必要な費用

工事目的物を作るために直接必要とする費用

※処分費、産業廃棄物税を含む。

各工事種目に共通の
仮設に要する費用

工事現場を管理運営す
るために必要な費用

直接工事費※

共通仮設費

現場管理費

一般管理費



【参考】設計書の作り方

表紙

15

審査（検算）が必要

準備工や仮設、製作
期間も考慮

需用費により修繕を行う場合は、
工事名を〇〇工事とせず、〇〇
修繕又は〇〇補修とする。



【参考】設計書の作り方

概要

16

内訳書①の工事概要



【参考】設計書の作り方

内訳総括表①

17

設計額＝予定価格となる



【参考】設計書の作り方

内訳総括表②
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【参考】設計書の作り方

内訳表①
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【参考】設計書の作り方

内訳表②

20

【参考】単価根拠



【参考】単価の色々 21

複合単価

→

元請業者と下請の専門工事業者間の契約に
基づき調査された単位施工あたりの単価

「積算資料（（一財）経済調査会発行）」、
「建築コスト情報（（一財）建設物価調査
会発行）」などの図書

「材料価格＋労務費＋機械器具費＋仮設材
費」の単位施工あたりの単価

市場単価

→

物価資料

→



【参考】工事費のまとめ 22

① 773,421円

② 151,380円

①＋② 924,801円

×3.23％

29,871円

954,672円

×12.7％

121,243円

1,075,915円

×17.24％

155,487円

工事費

工事価格

消費税等相当額

工事原価

一般管理費

直接工事費

共通仮設費

純工事費

現場管理費

1,261,402円

1,261,000円

×8％

155,487円

1,360,800円

内訳総括表②（スライド番号１９）内訳総括表①（スライド番号１８）

端数処理



【参考】経費率 23

青森県県土整備部建築工事共通費積算基準より

※必ず最新版を確認

※監理事務所は含まれていない（共通仮設費率に0.9を掛ける）

工期Ｔ＝0.9、直接工事費Ｐ＝924,801円

共通仮設費率Kr＝3.07％ ＜下限値 3.59％

3.59％×0.9＝3.23％

現場管理費率、一般経費率も同じ考え方
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区　　分 契約方法 指名業者／見積書 予定価格調書 簡易起案 入札保証金 契約保証金 契約書の作成等

原則： 原則： 原則： 不可 原則： 原則： 契約書の作成

・一般競争入札 ・５人以上の指名 調書作成 ・見積契約金額の ・契約金額の

・指名競争入札 (指名競争入札の （仕様書、設計書   １００分の５   １００分の５

・随意契約 場合） 等による。）   以上   以上

免除規定あり 免除規定あり

随意契約可 原則： 非該当

・２者以上から （随意契約による

  見積書徴取 場合）

特別の理由

・１者から見積書 非該当 請書等の徴取

  徴取 （随意契約による

場合）

随意契約　省略可 可 省略可

（ただし、積算基 ※見積書徴取伺及

礎を含み、執行伺 び予定価格の決定

見積書徴取 に明記する。） を口頭により行う。

の省略可

根拠規定

法§234

政令§167

政令§167の2

財規§147

財規§145

財規§148

財規§150

財規§137①,138

財規運用§150関係

財規運用§148関係

の3

財規運用§150関係

の2

財規§132① 政令§167の16①

財規§159①

財規§152

財規§153

１０万

５０万

　注：金額の基準については、予定価格（保証金にあっては、（見積）契約金額）をもって表両端の金額を「超えない」という意味です。

２５０万

１５０万

④発注・契約

契約時の金額ベース早見表 （修繕）

25



【参考】執行伺い記載例

（起案理由）

別添設計図書に基づき請負工事を施行したいので、下
記のとおり見積書を徴取するものである。

26

記

１ 工事番号 第３０－６号

２ 工事名 県庁舎南棟１階受付窓サッシ他改修工事

３ 工事場所 青森市長島一丁目地内

４ 工期 平成３０年５月３１日 まで

５ 工事の内容 別添設計図書のとおり



27

６ 契約の方法 随意契約による。

（地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第１号及び青森県財務規則第１４７条
第１項第１号による－250万円以下）
なお、すべての者の見積金額が予定価格
より高い場合において、予定価格と最低
見積金額との差が少額であるときは、最
低の見積額を提示したものと協議するこ
ととする。

７ 予定価格 別添予定価格調書のとおり

８ 見積書の提出先 〇〇工務店
△△工務店

９ 設計図書の縦覧 日時 平成３０年４月１７日 から
場所 県庁舎東棟１階財産管理課

【参考】執行伺い記載例
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１０ 見積書の提出期限 平成３０年４月２３日

１１ 契約保証金 免除する。

（青森県財務規則第１５９条第１
項第６号による－150万円以下）

１２ 検査員職氏名 総括主幹 〇〇 〇〇

１３ 支出科目及び経理状況

年
度 30

目  コー
ド

０１０２－００６４ 節 工事請負費

財産管理費 細節

細目
コード

配当累計額 令達累計額 今回執行伺額

０１５

別添予定価格調書のとおり

残     額支出負担行為累計額

財規運用１６３②

【参考】執行伺い記載例



【参考】予定価格調書

予定価格とは

競争入札により契約を締結する場合において、
その契約金額を決定する基準として契約担当者
等があらかじめ作成するもの（地方自治法２３
４③）

29



④発注・契約

請書とは

【目的】

契約の相手方が承諾した内容を
明確にしておく

【性質】

契約における当事者のうち一方
の意思を示し、契約書のように
契約の成立を確定させるものと
は異なる

30
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⑤工事実施

契約後、請負者と修繕の実施時期や実施方法を協議しま
す。

内容によっては、停電など伴う場合があるので、施設で
行われている事務との調整が必要となります。

カタログや見本などで材料、機器などの説明を受けま
しょう。

→今後の保全にもつながる

内容が変更となる場合は、請負者と十分協議してから変
更の手続きをしましょう。

32
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⑥検査・確認

請書等に記載の検査の時期を確認する。

第２条 受注者は、工事が完成したときは、その完成の
日から５日以内に完成届（青森県財務規則第98号様式）
により発注者に通知するものとする。

２ 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から
起算して１４日以内に受注者の立会いのもとに工事の完
成を確認するための検査を完了するものとし、当該検査
の結果を受注者に通知するものとする。

３ 受注者は、前項の検査に合格した旨の通知を受けた
ときは、引渡書（規則第99号様式）により、当該工事目
的物の引渡しをするものとする。
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⑥検査・確認

請負者から完成届、施工前後の写真などの提出を
受け、図面や仕様書などに基づいて施工されたか
確認します。

書類や写真のみで確認が難しいものがあるので、
少なくとも一度は現地に立ち会うようにしましょ
う。
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⑦支払手続き

検査終了後は、契約に基づき支払い手続きをしま
す。

第３条 受注者は、前条第３項の引渡しをした後、
書面により請負代金の支払を請求するものとし、
発注者は、受注者の請求のあった日から起算して
４０日以内に請負代金の支払をするものとする。

引渡書、請求書の記載内容が正しいか確認

37



【参考】書類の整理

随意契約（１５０万円以下）の場合（工事請負費）
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終わりに

職員ポータル

→リンク集

→出納局財務事務サポートサイト

39

・１５０万円以上の修繕や改修

・委託業務

→今回説明した内容と異なる作業となる


